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チャレンジキッズ第二おおたかの森園



１ 評価棣醫 

2025年8月1日～2025年11月28日 

 2　受審す梊者情報

保護者ゟ活動 運営委員ゟ　年２回実施

食す 自園調理提供

利用時醥 棊準時醥　７：００～１８：００　短時醥　８：００～１６：００　延醚保育１８：００～２０：００まで

ゞ　　日 日曜日　国民の祝日に醫する法律に規定するゞ日　年末年始１２月２９日～１月３日

地域とのど流 ぼ護施設（アミカの郷）　小学栉（おおぐろ小学栉）

ゞ日保育 病後児保育 〟時保育 子育て支援

健康管理 身コ測定（毎月）　内科健診ヷ歯科桭診実施（年２回）

敷地面積 ８２６．４５〜 保育面積 ３１４．６２〜

保育内容
0歳児保育 障害児保育 延醚保育 夜醥保育

５歳児 合計

9 12 12 15 15 15 78
定　員

0歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

併設しているサヸビス

AED設置施設

（２）サヸビス内容

対象地域 千葉県流山市

経 営 法 ぴ 栌式ゟ社ＣヷＢヷＨ

醡設年月日 2020年4月1日

電　　話 04-7128-8361 ＦＡＸ 04-7128-8362

ホヸムペヸジ https://challengekids.info/

名　　　称 チャレンジキッズ第ずおおたかの桚園

所　在　地 
〒270-0128

流山市おおたかの桚西１－２２－５

ど 通 手 段
流山おおたかの桚駅西口から徒歩約8分

千葉県福祉サービス第三者評価の評価結果 

（保育所等）

名　　　称 合同ゟ社福祉経営情報サヸビス

(フリガナ) チャレンジキッズダイニオオタカノモリエン

所　在　地 東の都〶央区鄎座6-6-1鄎座風月堂ビル5階

評価実施期醥

（１）基本情報



（４）サヸビス利用のための情報

第〤者委員の設置 あり　　流山市民生委員、児童委員

入所相談
流山市役所保育課、または各保育園にお問い合わせください。
園見学も随時受けやけています。

利用り金 らくらくセット5.500円、正課プログラム1.700円(幼児クラスのみ)

食すり金 給食費6.500円(おやつり含む)

苦情対応

申請窓口醡設時醥 市役所醡所時醥に準ずる

窓口設置 あり　　苦情解決責ん者　早川朋宏

申請時注意す項 入園内定者には、入園前面談を実施。保育園利用に醫して説明。

サヸビス決定までの時醥 毎月２０日ごろ審査結果通知

利用申込方法 市役所へ必要書類提出

専醛職員数

 保育士(幼稚園教諭含む)

0 2 1

保健師  調理師 そのも専醛職員

29 0 1

看護師  栄養士

（３）職員（スタッフ）コ制

職　　員
常勤職員 非常勤、そのも

21 10 31

合　計 備　考



 3 す梊者から利用（希望）者の皆梳へ

特　　　徴

チャレンジキッズのプログラムは【ハンガリヸ式流れる保育】【ハンガリヸ
式課梊】【外部講師による英ゟ話ヷコ操教室】で梭成され、子ども達はこれ
らのコ験を積み重ねながら、園での生活や遊びを通して学びを深めます。

「非認知能力」と「自己肯定感」は、多種多梳に変化する時りをえり越えて
いくための大きな力となります。0〜6歳それぞれの成醚段階にあわせたプロ
グラムで、自己肯定感を育みます。

サヸビス方釘

（理念ヷ基本方釘）

利用（希望）者
へのＰＲ

チャレンジキッズの特色
１．〟ぴひとりの個性を尊重する家庭的な保育
ぐ児保育では〟斉保育を行わず、食すや着替えは園児1～2名ずつ〠寧に行っ
ています。また幼児保育(課梊)においても学栉のように強制参加はさせませ
ん。
わがままやマイペヸスを認めるということではなく、お子梳たちが、「梔し
そう」「ゴをやっているのかな」「やってみたいな」と思えるように働きか
け、全員が自ら参加したいと思える環境をつくることを心がけています。
２．流れる保育を実践(ハンガリヸ式ぐ児保育）
〟斉保育を行わず、お子梳〟ぴひとりの意欲や思いをくみ取った保育プログ
ラムを実践しています。例えば、好きなおもちゃを自由に手に取って満足す
るまで遊べる環境をつくります。（ハンガリヸ式コヸナヸ設置）
３．遊び＝学び「課梊」の取り組み(ハンガリヸ式幼児保育）
課梊は、コ操ヷ環境認識ヷ文学ヷわらべうたヷ美術ヷ数の6つの領域から梭成
した活動です。チャレンジキッズでは、月ごとに保育者がお子梳に知っても
らいたことや感じてもらいたいことをテヸマとして掲げ、6つの領域の活動を
行っています。
基本的に課梊への参加はん意ですが、お子梳たちが「梔しそう」「ゴをやっ
ているのかな」「やってみたいな」と思えるように働きかけることで、自ら
の意思で参加したいと思える環境を実現。こうした取り組みにより、お子梳
たちの「先生は次にどんな梔しいことを教えてくれるのかな」という期待に
結びつき、学びに対する意欲が高まります。

＜基本理念＞
「やってみようの心」をはぐくむ

＜保育方釘＞
家庭や地域社ゟと連携を図り、保護者の協力のもとに家庭養護の補完を行い、健康、
安全で情緒の安定した生活ができるように環境を整え、自己を十分に発揮しながら活
動できるように、健全な心身の発達を図る。
①園外保育では、自然や生き物と触れ合うことで、自然の偉大さや面白さをコ験し、
豊かな感性を育てていく。
②運動や創ズ活動など、集団生活の〶で規律を守ることを覚える。
③多くの物すに直接触れ、実際にコ験し学ぶことで、好奇心を豊かにし、将来の学習
意欲の向〥に繋げる。
④子どものありのままの個性やぴ栒を受容し、子どもとの信頼醫係を築く。
⑤子どもにとって幸せが家族と共にあることを大切にし、保護者との密接な醫わりの
〶から、子どもにとって〟番いいものを提供する。



今年度から保育の「見える化」に力を入れており、ピルギやSNS、保護者に向けた毎日の配信等、園
からの情報発信力を高めている。また、その一環で「エヺフヱ参観」を今年度から開始している。
「エヺフヱ参観」は月に4回、保護者が自由に保育参観できる取り組みであり、月4回の参観日とは
別に体操や英会話指導の時も参観が可能である。子どもやキョシの様子、活動内容、保育環境を
直接確認できる機会になっており、多くの保護者の参加がある。保育参観やSNSヹICTを活用した配
信など、保護者に園の保育や子どもの姿を積極的に伝えることで、園の保育についての理解を深
め、子育ての共通認識を高めている。

1時間単位の有給休暇の導入などにより、働きやすい職場環境づくりを推進している

ＩＣＴの導入による事務の効率化を実施し、業務負担を軽減している。また、人員配置についてウヨ゠
内にある3園（本園ヹ分園ヹ第二園）で調整をしたり、休憩時間の工面をして効率的に話し合う時間を
つくっている。年次有給休暇の取得率は100％を実現しているほか、１時間単位の有給制度を取り
入れるなど、柔軟な働き方ができるようロヺキョアビノョヱシの推進にも取り組み、職員がやり甲斐
や充実感を持てるよう働きやすい職場環境づくりを推進している。

万全の゠リラガヺ対策により、皆が同じ献立、同じ場所で食の楽しさを味わえるよう配慮している

「安全な環境のもと、一人ひとりに寄り添ったかたちで食の成長を支えたい」という思いから、三大゠
リラグヱ(卵、小麦、乳)を使用しない給食を提供し、子ども全員が゠リラガヺの垣根がない環境で
楽しく食事し、また、食を学べる環境にしている。食事の時間は食べられたことへの満足感や喜びを
感じられるように声かけを行う等、子どもが意欲的に食べようとする気持ちを育てることを心がけて
いる。
ョヱタラヺマには大きな日本地図が壁一面に掲示され、その横に毎月提供されている郷土料理の
写真が掲示されている。様々な食事を楽しむ中で、子ども達が、地理や地域、食文化など、「日本」
のことに興味を持ち、知る、学ぶことへのきっかけ作りが行われている。

毎月のツヺボに沿った活動の中で、子どもたちは興味を広げ、自由な発想で遊びを展開している

子どもが何かを「やりたい」と発した時に、それを実現するための準備を保育者が検討し環境を整え
ている。例えば、３歳児以上のキョシでは稲を栽培し、土の掘り起こしから種まきまで子どもたちで行
い、草花を育てる経験を取り入れている。保育室には子どもたちが作成した稲の栽培の観察記録を
掲示する等、体験を通して植物が育っていく様子を学んでいる。また、５歳児キョシには木の枝が吊
るしてあり、製作したォピテマサやキロオソなど飾ったりしており、月ごとのツヺボなどに沿って子ども
たちの興味と関心を深め、経験する仕掛けとして様々な環境設定の工夫がされている。その環境の
中、子どもたちは自由な発想で遊びを発展させている。

保育の「見える化」に取り組み、子どもの姿を積極的に伝えて、子育ての共通認識を高めている

福祉コヺパシ第三者評価総合ケミヱテ

職員がネヱオヨヺ式保育を継続して学び、現場において実践している

ネヱオヨヺ式保育を導入し、園独自のフルギョマ保育を実践している。０～２歳児は担当制で「流れ
る保育」を行い、子ども個々の生活ヨジマに合わせた日課を作成し、１対１、１対２で関わることで保
育者との信頼関係を深め、子どもが安心して過ごせる環境を提供している。各キョシでは日課を基
に保育の流れが考慮されており、穏やかなテヺヱでの声掛けや応答的な関わり等、一人ひとりと丁
寧に接する様子が見られる。３～５歳児は「課業」を取り入れ、各キョシで例えば「天気」など、その
月のツヺボから興味を広げ、調べ、考え、観察して皆でつくる等、遊びを通して学びにつながる活動
を実施している。
職員はネヱオヨヺ式保育のミセチデを学び、さらに研修で学びを深めることを継続しており、保育の
現場においてネヱオヨヺ式保育の考え方が定着している。

特に力を入れて取り組んでいること



（評価を受けて、受審事業者の取組み）
今回、第三者評価を受けて自園の課題を再確認することができました。タメリヱザカチジの保育を行
う中で大切にしている主体性や環境、遊びの部分で良い評価をいただけたのは職員のやる気にも
繋がっています。
これからの課題としては、専門ヨヺゾヺをはじめ各保育士の役割の充実を図り、保育士一人ひとり
がより良い保育をできるような環境にしていくこと、その為に園の年間計画をしっかり立て職員との
話し合いを重ねながら全体で共有していきます。また、課題のひとつである子育て支援においても、
地域の方との接点を持つ機会を増やしていき、より身近に感じてもらえるような工夫をしていきま
す。法人全体としての中ヹ長期計画、ＰＤＣＡコアキラや゠キサュヱフョヱにおいても本部と情報共有し
ながら具体的な計画策定と着実な実行に努めます。いろいろな視点でご意見や助言をいただいたこ
とを大切に活用し今後に繋げていきます。

地域の子育て支援については出来ることから開始する等、今後の取り組みに期待したい

近隣の子育て支援については、実施の意向があるものの実現できていない状況であり、園では他
園の取り組み事例なども参考にして検討を続けているところである。保育園は地域の子育て家庭に
対する支援の役割を担うという事も念頭に置き、まずは、園の持つヨセヺシを生かしてできる事から
開始するなど、着手することを期待したい。

現在の取り組みを、子育てに関する語り合いや学ぶ機会へと発展させていけるとよい

保護者゠ヱクヺテの「子どもを理解し子育てについて語り合い、学ぶ機会などがありますか」の項目
については、「はい」の回答率が比較的に低い結果であった。懇談会や面談の設定が無いことが理
由として考えられるが、今年度から開始された「エヺフヱ参観」により状況が変わり、また、期待する
意見も見られている。現在力を入れている保育の「見える化」の取り組みを、子育てに関する語り合
いや学ぶ機会へと発展させていくことができると良い。

経営計画、事業計画のPDCAを確立できるよう、具体的な゠キサュヱフョヱの策定までを期待したい

法人を取り巻く外部環境を分析し、長期ヹ中期のパザュヱ達成するための中期の課題を立案してい
る。また、単年度における園の事業計画においては、年度の振り返りから次年度の課題を明確化し
ている。今後は課題解決に向けた道筋を具体的な゠キサュヱフョヱとして可視化していくことで、事業
計画についてもPDCAの体制を確立できるとよいと思われる。引き続き計画のピョチサャ゠チフに取
り組むことを期待したい。

さらに取り組みが望まれるところ



実施数 □未実施数

1
理念や基本方針が明文化され、職員に周知ヹ理解
されている。

4

2 理念や基本方針が利用者等に周知されている。 3
2 計画の策定 計画の適正な策定

3

事業計画が適切に策定され、計画達成のための重
要課題が明確にされている。また、事業計画等､重
要な課題や方針を決定するに当たっては､職員と幹
部職員とが話し合う仕組みがある。

7

3 管理者の責任
とヨヺゾヺサチ
フ

管理者のヨヺゾヺサチフ
4
理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐等に取り
組み指導力を発揮している。

4

5
全職員が遵守すべき法令や倫理を明示し周知して
いる。

3

6

事業所の就業関係の改善課題について､職員（委
託業者を含む）などの現場の意見を幹部職員が把
握し改善している。また、福利厚生に積極的に取り
組んでいる。

7

7
人事方針を策定し、人事を計画的ヹ組織的に行い、
職員評価が客観的な基準に基づいて行われてい
る。

5

8
必要な福祉人材の確保ヹ定着等に関する具体的な
計画が確立し、取組が実施されている。

4

9
職員の教育･研修に関する基本方針が明示され、研
修計画を立て人材育成に取り組んでいる。

5

10
全職員を対象とした権利擁護に関する研修を行い、
こどもの権利を守り、個人の意思を尊重している。

3

11
個人情報保護に関する規定を公表し徹底を図って
いる｡

4

利用者満足度の向上
12
利用者満足度の向上を意図した仕組みを整備し、
取り組んでいる。

4

利用者意見の表明 13 苦情又は意見を受け付ける仕組みがある。 4
教育及び保育の質の向
上への取り組み 14

教育及び保育内容について、自己評価を行い課題
発見し改善に努め、教育及び保育の質の向上を
図っている。

2 1

提供する保育の標準化
15
提供する教育及び保育の標準的実施方法のボドャ
゠ラ等を作成し、また日常の改善を踏まえてボドャ
゠ラの見直しを行っている。

4

16
保育所等利用に関する問合せや見学に対応してい
る。

2

17
教育及び保育の開始に当たり、教育及び保育方針
や内容を利用者に説明し、同意を得ている。

4

18
保育所等の理念や教育及び保育方針ヹ目標に基づ
き全体的な計画が適切に編成されている。

4

19
全体的な計画に基づき具体的な指導計画が適切に
設定され、実践を振り返り改善に努めている。

5

20
こどもが主体的に活動できる環境が整備されてい
る。

6

21
乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

5

22
１ヹ２歳児の保育において、養護と教育が一体的に
展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や
方法に配慮している。

5

23
３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

5

24
身近な自然や地域社会と関われるような取組みがな
されている。

4

25
遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮して
いる。

6

26
特別な配慮を必要とするこどもの教育及び保育が適
切に行われている。

6

27
保育時間の長いこどもに対して配慮がなされてい
る。

4

28 家庭との連携が十分図られている。 3
29 地域社会との連携が十分図られている。 3

30
家庭での虐待等権利侵害の疑いのあるこどもの早
期発見ヹ早期対応に努めている。

3

31
こどもの健康状態、発育、発達状態を適切に把握
し、健康増進に努めている。

3

32 感染症、疾病等の対応は適切に行われている。 4
食育の推進 33 食育の推進に努めている。 5

福祉サービス第三者評価項目（保育所等）の評価結果

大項目 中項目 小項目 項目
標準項目

Ⅰ

福
祉
コ
ー

パ
シ
の
基
本
方
針
と
組
織
運
営

1 理念ヹ基本方針 理念ヹ基本方針の周知

4 人材の確保ヹ養
成

人事管理体制の整備

職員の質の向上への体
制整備

1 利用者本位の
保育

利用者尊重の明示

2 教育及び保育
の質の確保

3 教育及び保育
の開始ヹ継続

教育及び保育の適切な
開始

4 子どもの発達支
援

教育及び保育の計画及
び評価

項目別実施コヺパシの
質

子どもの健康支援

Ⅱ

適
切
な
福
祉
コ
ー

パ
シ
の
実
施



環境と衛生 34 環境及び衛生管理は適切に行われている。 3
事故対策

35
事故発生時及び事故防止対策は適切に行われて
いる。

4

災害対策
36
地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生時の対策は適切
に行われている。

6

6 地域 地域子育て支援
37
地域ドヺジを把握し、地域における子育て支援をし
ている。

4 1

157 2計

5 安全管理



（利用者はこどもヹ保護者と読み替えて下さい） 標準項目　整備や実行が記録等で確認できる。 □確認できない。

理念ヹ基本方針が法人ヹ保育所等の内邪文書や広告媒体（ハヱビリチテ、ベヺマヘヺザ等）
に記載されている。

理念ヹ方針を事業所内の誰もが見やすい箇所に掲示し、職員郤布文書に記載している。

理念ヹ方針を会議や研修において定期的に取り上げ職員と話し合い共有化を図っている。

理念ヹ方針の実践を日常の会議等で話し合い実行面の反省をしている。

契約時等に理念ヹ方針が理解しやすい資料を作成し、分かりやすい説明をしている。

理念ヹ方針を保護者に実践面について説明し、話し合いをしている。

理念ヹ方針の実践面を広報誌や手紙、日常会話などで日常的に伝えている。

中ヹ長期事業計画を踏まえて策定された事業計画が作成されている。

事業計画が具体的に設定され実施状況の評価が行える郤慮がなされている。

事業環境の分析及び現状の反省を踏まえ、理念ヹ基本方針の具現化を図るための重要課
題が明確にされている。

遀営の透明性の確保に取り組んでいる。

各計画の策定に当たっては、現場の状況を把握し、職員等の参画や意見の集約ヹ反映のも
とに策定されている。

方針や計画、課題は会議や研修会等にて定期的に説明し、全職員に周知されている。

年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定められた時期、手順に基づいて
事業計画の実施状況の把握、評価を行っている。

理念ヹ方針の実践面の確認等を行い、課題を把握し、改善のための具体的な方針を明示し
て指導力を発揮している。

職員の意見を尊重し、自主的な創意ヹ工夫が生まれやすい職場づくりをしている。

定期的な研修等により知識ヹ技術の向上を図り、職員の意欲や自信を育てている。

職場の人間関係が良好か把握し、必要に応じて助言ヹ教育を行っている。

遢守すべき法令や倫理を文書化し、職員に郤布されている。

全職員を対象とした、法令遢守と倫理に関する研修を定期的に実施し、周知を図っている。

フョアノサヺ保護の考え方について、職員に周知を図っている。

WEBヘヺザには理念や保育方針、実施しているフルギョマなどがわかりやすく記載されている。事務所には保育理念、保育目標、遀営方針を
掲示し、職員がいつでも見ることができる。法人が遀営する全保育園では、毎年度、保育目標を共有するための取り組みが1年間を通して実施さ
れており、当園では年3回の園ポヺツァヱギにおいて、目標について話し合い、各職員の考えを出し合って保育の方向性をすり合わせている。話
し合うことによって浸透と実践への反映が促されており、結果として保育理念や目標は日常の保育の中で意識され、実践につなげられている。

2
理念や基本方針が利用者等に周知され
ている。

項目別評価ケミヱテ

評価項目 標準項目

1
理念や基本方針が明文化され、職員に周
知ヹ理解されている。

（評価ケミヱテ）

4
理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐
等に取り組み指導力を発揮している。

（評価ケミヱテ）

入園時には保護者に向け、「園のしおり兼重要事項説明書」を用いて保育理念、保育方針を説明している。また、年2回開催し、各キョシの保護
者代表や民生委員、本社社員、園長等が出席する「遀営委員会」では、1回目に各キョシの遀営等について説明し、2回目はそれまでの活動や
取り組み、子どもの成長について保護者に伝えている。日常の中では、保護者向け連絡゠フヨや毎日のお知らせ（幼児は全体向け、０～２歳児
は個別の連絡）で保育の実践面について保護者に周知をしている。

3

事業計画が遚切に策定され、計画遉成の
ための重要課題が明確にされている。
また、事業計画等､重要な課題や方針を
決定するに当たっては､職員と幹邪職員と
が話し合う仕組みがある。

（評価ケミヱテ）

法人を取り巻く外邪環境を分析し、長期ヹ中期のパザュヱ遉成するための経営課題を抽出して、中期の戦略課題を立案している。中期フョヱは
正職員全員が参加する3月のカチキエビポヺツァヱギで周知されている。また、園の単年度事業計画においては、年度の振り返りから次年度の課
題を明確化し、職員がポヺツァヱギで話し合い、意見を出しあって実現可能な目標を設定し、毎月の乳ヹ幼児ポヺツァヱギで課題を振り返り、実践
につなげられている。

（評価ケミヱテ）

年度の課題と課題の解決に向けた実施事項は事業計画に示されている。職場環境づくりでは、毎日ポヺツァヱギをする時間をつくって職場のケ
ポャドクヺサュヱを促逭し、職場の人間関係にも注意を払うことで良好な職場環境づくりとその維持がされている。
定期的な面談のほか、個別に声掛けをおこなって職員個々の仕事の状況や心情などを把握することに努め、また、職員個々が年度の目標設定
をする際は、目標を一緒に考えて四半期に1度程度状況を聞き取り、そのほか、毎月設定する目標に対する助言がされている。これらの取り組
みにより職員個々の状態をより詳しく把握して対応することができている。

5
全職員が遢守すべき法令や倫理を明示し
周知している。

（評価ケミヱテ）

法人が作成したケヱフョア゠ヱシネヱデピチキとラヺラピチキがあり、職員には入社時に郤布し説明がされている。ラヺラピチキには個人情報保
護やフョアノサヺへの郤慮などが記載されており、入社時の説明に加え、園での勤務開始時に一つひとつの項目について説明がされている。
また、毎年度、子どものフョアノサヺに関する研修が園内で実施されている。



ICT化の促逭や保育補助者の活用等により、業務効率化を図っている。

記録業務、行事、会議等の簡素化などにより、業務改善を図っている。

担当者や担当邪署等を設置し職員の有給休暇の消化率や時間外労働のヅヺソを、定期的
にタゥチキしている。

把握した問題点に対して、人材や人員体制に関する具体的な改善計画を立て実行してい
る。

職員が相談をしやすいような組織内の工夫をしている。

職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生事業を実施している。

育児休暇やヨビリチサャ休暇等の取得、ロヺキヹョアビヹノョヱシに郤慮した取り組みを行って
いる。

人材確保ヹ定着ヹ育成の方針と計画を立て実行している。

職務の権限規定等を作成し、職員の役割と権限を明確にしている。

評価基準や評価方法を職員に明示し、評価の客観性や透明性の確保が図られている。

評価の結果について、職員に対して説明責任を果たしている。

評価が公平に出来るように工夫をしている。

必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する
方針が確立している。

福祉コヺパシの提供に関わる専門職（有資格の職員）の郤置等、必要な福祉人材や人員体
制について、具体的な計画がある。

計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。

法人（福祉施設ヹ事業所）として、効果的な福祉人材確保（採用活動等）を実施している。

中長期の人材育成計画がある。

職種別、役割別に能力基準を明示している。

研修計画を立て実施し、必要に応じて見直している。

個別育成計画ヹ目標を明確にしている。

ＯＪＴの仕組みを明確にしている。

こどもの尊重や基本的人権への郤慮について定期的に勉強会ヹ研修を実施している。

日常の援助では、個人の意思を尊重している。

職員の言動、放任、虐待、無視などが行われることの無いように、職員が相互に振り返り組
織的に対策を立て対応している。

個人情報の保護に関する方針をベヺマヘヺザ、ハヱビリチテに掲載し、また事業所等内に掲
示し実行している。

個人情報の利用目的を明示している。

利用者等の求めに応じて、コヺパシ提供記録を開示することを明示している。

職員（実習生、ペョヱツア゠含む）に対し、個人情報保護について研修等により周知徹底し
ている。

6

事業所の就業関係の改善課題について､
職員（委託業者を含む）などの現場の意
見を幹邪職員が把握し改善している。ま
た、福利厚生に積極的に取り組んでいる。

（評価ケミヱテ）

保護者との連絡帳や計画ヹ記録書類等でICT化を推逭しているほか、休憩時間の工夫をして毎日の会議（話し合い）時間をつくり、会議は15分
以内で実施するなど、業務の改善および効率化が図られている。
休暇や時間外労働については本社のサシツマで管理している。有給休暇は入社当初に付与しており、消化率１００％が遉成されている。また、
令和6年度からは職員の声を反映し、時間単位の有給取得ができるよう休暇制度を改定している。そのほか、持ち帰りの仕事はしないことを取り
決めるなど就業環境の向上に努めている。
人員郤置については基本的に園内で調整するが、調整が難しいときは流山ウヨ゠にある系列園3園（本園、分園、第二園）で調整をしており、人
員郤置の「体制表」で３園の状況を把握し、保育の質を確保するために必要な人員の郤置をしている。

7
人事方針を策定し、人事を計画的ヹ組織
的に行い、職員評価が客観的な基準に基
づいて行われている。

（評価ケミヱテ）

人材確保ヹ定着ヹ育成については中期的な方針と計画を立てている。職員の役割ヹ責任については職務分掌表およびカメヨ゠ハシに示して職員
への周知がされているほか、分野別ヨヺゾヺの役割を明確に定義して役割に応じた職務の逹行が促されている。人事評価の評価基準や評価
手法等については人事制度ネヱデピチキが作成されており、カメヨ゠ハシと併せて職員に周知がされている。また、年度当初の職員面談時に評
価の仕組みについて説明がされており、次年度は変更箇所について周知をする予定もある。
人事評価については本邪と園長が評価基準のすり合わせを行い、公平性の確保に努めている。また、面談時には職員個々の評価結果と課題
を明確に伝え、次期の仕事に前向きに取り組めるよう郤慮している。

8
必要な福祉人材の確保ヹ定着等に関する
具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

（評価ケミヱテ）

福利厚生面の充実化等、職場環境の整備や、職員のカメヨ゠゠チフ支援、評価制度の遀用と処逽改善の活用など、中期で人材育成と定着に関
する戦略課題を明確にしている。また、採用については単年度の事業計画に方針を記載して取り組んでいる。人員体制については、毎年職員
の勤務継続に関する意向を調査し、調査結果に基づき法人として採用活動を工夫して人員確保に努めており、郤置については、加郤や各種加
算などを考慮、またハロヺノョヱシなども総合的に判断し、計画的に体制を構築している。

9
職員の教育･研修に関する基本方針が明
示され、研修計画を立て人材育成に取り
組んでいる。

（評価ケミヱテ）

カメヨ゠ハシには等級毎の職責と職務内容、求められる知識と能力、取り組み姿勢を明記し、カメヨ゠ハシに沿った人材の育成に取り組んでい
る。職員個別に受講する研修は個々の役割に応じて個人が申告もしくは園から打診し、目的を明確にした受講がされている。
園内研修は安全確保や保育実践、保健などの分野を網羅して毎月実施されている。また、園外（外邪）研修についても年間計画を立て計画的
に実施されている。外邪研修のうち、カメヨ゠゠チフ研修については、正職員は全員が全分野を終了できるよう計画的な受講がされている。その
ほか、園が推逭する保育のプヺシとなるネヱオヨヺ式保育については、国内の団体が主催する研修に参加したり、講師を園に招いて研修を実
施し、保育実践への浸透が図られている。
新人職員の指導については、新人が先輩とともに仕事をし、毎逬の目標設定とリホヺテ提出をおこなって、1か月の間、園長、主任、先輩社員が
゠デノアシをして育成するOJTの体制がある。

10
全職員を対象とした権利擁護に関する研
修を行い、こどもの権利を守り、個人の意
思を尊重している。

（評価ケミヱテ）

子どものフョアノサヺに関する研修の中で虐待についても取り上げており、虐待防止オアデョアヱを用いて通報義務や視診の留意点等につい
て、キョシ単位または乳幼児ポヺツァヱギで話し合っている。職員は日々の保育実践について毎月目標を立てて自らを振り返っており、園長が確
認とビァヺデノチキをしている。また、主任以上の職員が普段から個々の職員を把握することに努め、個々の状況に郤慮し、課題がある場合には
すぐに改善できるよう体制を整えている。

11
個人情報保護に関する規定を公表し徹底
を図っている｡

（評価ケミヱテ）

WEBヘヺザと園のしおり（重要事項説明書）にフョアノサヺホヨサヺを掲載し、個人情報の利用目的や開示についても案内がされている。利用
者の個人情報に関する書類や電磁記録については内容により閲覧を制限し、保護と共有がされている。
個人情報の扱いについては、ラヺラピチキに記載があり、園に郤属された後に、職員同士の会話や写真の取り扱い、SNSの利用、保護者との関
係性のあり方などについて、ラヺラピチキに沿った説明をして周知徹底がされている。



利用者満足度を把握し改善する仕組みがある。

把握した問題点の改善策を立て迅速に実行している。

利用者ヹ家族が要望ヹ苦情を言いやすい体制を整備している。

利用者等又はその家族との相談の場所及び相談対応日の記録がある。

保護者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記され説明し周知徹底
を図っている。

相談、苦情等対応に関するボドャ゠ラ等がある。

相談、苦情等対応に関する記録があり、問題点の改善を組織的に実行している。

保護者に対して苦情解決内容を説明し納得を得ている。

教育及び保育の質について自己評価を定期的に行う体制を整備し実施している。

教育及び保育の質向上計画を立て実行し、ＰＤＣＡコアキラを継続して実施し恒常的な取り
組みとして機能している。

自己評価や第三者評価の結果を公表している。

業務の基本や手順が明確になっている。

分からないときや新人育成など必要に応じてボドャ゠ラを活用している。

ボドャ゠ラ見直しを定期的に実施している。

ボドャ゠ラ作成は職員の参画のもとに行われている。

問合せ及び見学に対応できることについて、ハヱビリチテ、ベヺマヘヺザ等に明記している。

問合せ又は見学に対応し、利用者のドヺジに応じた説明をしている。

教育及び保育の開始にあたり、理念に基づく教育及び保育方針や内容及び基本的ラヺラ
等を説明している。

説明や資料は保護者に分かりやすいように工夫している。

説明内容について、保護者の同意を得るようにしている。

教育及び保育の内容に関する説明の際に、保護者の意向を確認し、記録化している。

12
利用者満足度の向上を意図した仕組みを
整備し、取り組んでいる。

（評価ケミヱテ）

毎年年度末の3月には保護者゠ヱクヺテを実施し、得られた意見と回答および意見に関する方針を掲示して周知するとともに、次年度に向け遀
営等の改善を図っており、保護者の意見を改善につなげている。また、年に2回開催している遀営委員会では、保護者との意見交換を行う機会
を設け、得られた意見は園内で共有し必要に応じた改善が実施されている。そのほか、園内には「意見箱」も設置されている。
日常のかかわりの中で保護者から相談があれば、その邴度対応し記録している。また、在園児向けの子育て相談窓口を年度はじめに保護者向
け連絡゠フヨで郤信し、園内には年間を通して掲示して意見や要望の伝えやすさへの工夫がされている。

13
苦情又は意見を受け付ける仕組みがあ
る。

（評価ケミヱテ）

重要事項説明書には相談ヹ苦情窓口として園内、第三者委員、市の担当課の連絡先を明記し、苦情解決の流れや仕組みのビルヺを記載して、
入園時に保護者への説明がされている。重要事項説明書にはエヺフヱな苦情対応サシツマを整えることにより、問題の早期発見ヹ早期解決を
図る旨の説明がされており、苦情に対する園の姿勢が示されている。意見や苦情があったときは、苦情ヹ意見報告書に記録し、職員間で共有
し、改善に取り組んでおり、これは個人面談や日常の会話等、口頭で伝えられた内容についても同様である。

14
教育及び保育内容について、自己評価を
行い課題発見し改善に努め、教育及び保
育の質の向上を図っている。

（評価ケミヱテ）

毎年2～3月に、保育士の自己評価を職員各自が実施し集計されている。また、保護者゠ヱクヺテと保育士の自己評価を踏まえて園の自己評価
を実施し、その結果を公表している。自己評価を行う中で課題を発見した際には解決に努め、保育の質向上に向けて取り組んでいる。第三者評
価については、今回が2回目の実施であり、前回受審時の評価結果については公表するとともに改善につなげられている。

15

提供する教育及び保育の標準的実施方
法のボドャ゠ラ等を作成し、また日常の改
善を踏まえてボドャ゠ラの見直しを行って
いる。

（評価ケミヱテ）

各種ボドャ゠ラが整備されている。新人教育ではタメリヱザカチジボドャ゠ラ（支援の基本等）を活用している。法人のボドャ゠ラは月1回開催
される法人の園長ポヺツァヱギで職員の意見等も踏まえて作成や改定の検討がされている。ボドャ゠ラの見直しについては、更新管理を園長が
担当し、変更の必要が生じたときには速やかに実施している。園長は法人が遀営するタメリヱザカチジ保育園全体のボドャ゠ラ整備に関わって
いるため、常に最新のボドャ゠ラかどうかを把握をしており、逼滞なく更新がされている。内容に変更があったときは、ポヺツァヱギで最新情報を
職員に周知している。

16
保育所等利用に関する問合せや見学に
対応している。

（評価ケミヱテ）

WEBヘヺザには「入園希望の皆様へ」というヘヺザを設けており、入園までの流れがわかりやすく説明されている。また、ヘヺザ内にウヱテヨヺ
ビェヺマを設置して、問い合わせのしやすさへの郤慮がされている。見学案内は年間を通して実施されている。希望者は多く、特に7月から11月
にかけては大勢の見学がある。見学案内は基本的に月1回、土曜日に実施しており、1日につき20名ほどの見学がある。また、平日の保育内容
の見学を希望する場合は再度、平日に見学してもらったり、申し込みは本園ヹ第二園別に行うが、見学時はどちらを見学してもよい等、保護者の
ドヺジに応じて柔軟な対応がされている。

17
教育及び保育の開始に当たり、教育及び
保育方針や内容等を利用者に説明し、同
意を得ている。

（評価ケミヱテ）

新入園児への説明は個別に設定し、重要事項説明書を読み合わせて内容の確認をしている。園見学をしていない家庭には園で実施している
保育の説明を丁寧に行い見学済みの家庭は説明を省くなど家庭に合わせて柔軟に説明をしている。重要事項の内容については、確認後に同
意書にて同意を得ている。また、説明時には園で用意した調査票を用いて入園前の子どもの様子や家庭の状況などの聞き取りを併せて行い保
護者からの意向や要望を聞き取り記録している。その時に得られた情報は職員間で共有し新入園児が円滑に園生活に入れるよう努めている。



全体的な計画は児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針など
の趣旨をとらえて作成している。

全体的な計画は、教育及び保育の理念、方針、目標及び発遉遃程などが組み込まれて作
成されている。

こどもの背景にある家庭や地域の実態を考慮して作成されている。

施設長の責任の下に全職員が参画し、共通理解に立って、協力体制の下に作成されてい
る。

全体的な計画に基づき、こどもの生活や発遉を見通した長期的な指導計画と短期的な指導
計画が作成されている。

乳児、１歳以上３歳未満児、障害児等特別郤慮が必要なこどもに対しては、個別計画が作
成されている。

発遉遃程を見通して、生活の連続性、季節の変化を考慮し、こどもの実態に即した具体的
なねらいや内容が位置づけられている。

ねらいを遉成するための遚切な環境が構成されている。

指導計画の実践を振り返り改善に努めている。

こども一人ひとりを受容し、こどもの状態に応じた保育の内容や方法に郤慮している。

こどもの発遉段階に即した玩具や逿具などが用意されている。

こどもが自由に素材や用具などを自分で取り出して逿べるように工夫されている。

好きな逿びができる場所が用意されている。

こどもが自由に逿べる時間が確保されている。

教育及び保育者は、こどもが主体性を発揮できるような働きかけをしている。

こどもの状態に応じて食事や睡眠を十分に取ることのできる機会や環境が確保されている。

十分に体を動かすことのできる機会や空間が確保され、こどもの個人差や興味、関心に沿っ
た保育室の環境を整えている。

語りかけや歌いかけ、体の動きや表情、発声や喃語等への応答など愛情豊かで受容的ヹ応
答的な関わりをしている。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

基本的な生活習慣等について、こどもが自分でしようとする気持ちを尊重している。

友だちの気持ちや友だちとの関わり方を丁寧に伝えている。（こどもの気持ちを代弁して、お
互いの気持ちに気づけるように関わり方を丁寧に伝えている。）

周知の環境や人ヹものへの探索行動を存分にできるよう、安全に郤慮しながら環境を整備
し、様々な逿びを取り入れている。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

18
保育所等の理念や教育及び保育方針ヹ目
標に基づき全体的な計画が遚切に編成さ
れている。

（評価ケミヱテ）

全体計画は児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針等の趣旨をとらえ、園の保育理念、方針のほか、年齢児ごとの
目標や家庭支援、地域支援など必要な事項を網羅し作成されている。前年度は全体計画の内容を見直しており、今年度の全体的な計画には
園で実践しているネヱオヨヺ式保育の考え方（「課業」の要素）を取り入れ、例えば、就学後の学習への向き合い方や自分から発信する力など、
就学の準備段階として大切な非認知能力の育ちについて計画に反映させている。全体計画は職員間で共有され、理解が難しい点などがあれ
ば本邪まで伝えて確認がされており、今後更に自園に合致した内容とすべく、タメリヱザカチジ各園との間で保育ヨヺゾヺを中心に協議し、園
長や本邪職員も参加して話し合いが重ねられている。

19
全体的な計画に基づき具体的な指導計
画が遚切に設定され、実践を振り返り改善
に努めている。

（評価ケミヱテ）

全体計画に基づき各年齢児の年間ォヨカャョマや月案、個別月案が作成されている。逬案は月案に組み込まれ日々の活動計画まで立てられ
て、振り返りは逬毎、月毎に実施されている。園が取り入れているネヱオヨヺ式保育では課業に重きを置き、3歳児からは年間で課業計画を立
て、毎月、季節や自然、生活に関するツヺボを設けて活動をおこなっている。また、３歳未満児には個々の生活ヨジマの流れを「日課」として作成
し、それを元に各キョシの生活の流れが考慮されている。個別の月案は個々の発遉を重要視して３歳以上児にも立てられており、個々の課題を
明確にして職員皆で課題に向き合い日々の援助をしている。担任同士は毎日必ず話をする時間を設け、日々の保育を振り返っている。

20
こどもが主体的に活動できる環境が整備
されている。

（評価ケミヱテ）

子どもが何かを「やりたい」と発した時には、実現するための準備を保育者が検討し環境を整えている。どのキョシも微細逿びや粗大逿び、構成
逿びやごっこ逿びなど、さまざまな逿びができるケヺトヺが充実し、子ども遉は自分で好きなケヺトヺを遥び逿び込んでいる。3歳以上児の保育
室では、ケヺトヺにいくつもの素材を置き、それを組み合わせて子ども遉の自由な発想で逿びが展開していけるようにするなどの環境の工夫が
されている。また、手に取れる場所に水分補給のザメギや紙ケチフを常に置き、子ども遉がいつでも自分が欲するソアポヱギで水分補給が行える
ようにしているなど、子ども遉が主体的に行動できるよう環境を整えている。

21

乳児保育（０歳児）において、養護と教育
が一体的に展開されるよう遚切な環境を
整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

（評価ケミヱテ）

３歳未満のキョシでは担当制保育を取り入れ、０歳児の援助を行うときには１対１で丁寧に関わっている。ネヱオヨヺ式保育では、３歳未満児の日
課において一人ひとりの生活ヨジマをが大切にされており、それを踏まえて個々の生活ヨジマに沿った保育が行われ、子どもが安心して生活が
できるよう食事や睡眠の場所なども意識して環境づくりがされている。０歳児室はさまざまな発遉段階の子どもに合わせた玩具棚の設定や、遀動
逿びができる場所の設定がされており、それぞれの子どもが楽しめる環境を整えている。設定逿びでは多くの子ども遉が興味を示し保育者が穏
やかなテヺヱで話しかけ、応答的な関わりの中で感触を楽しむ姿があった。また、授乳では保育者と１対１でゆったりとポラキを飲むなど、個々のヨ
ジマに郤慮した保育が行われている。
保護者との連絡ヹ連携については、３歳未満児は保護者と毎日、連絡゠フヨでその日の生活の様子を伝えあっている。提供している離乳食や給
食については写真ヅヺソで提供しているなど、保護者が理解しやすいよう丁寧な情報提供がされている。担当者間の情報共有は毎日午睡時に
行われている。

22
１ヹ２歳児の保育において、養護と教育が
一体的に展開されるよう遚切な環境を整
備し、保育の内容や方法に郤慮している。

（評価ケミヱテ）

排せつや着替えなどを個々の子どもがじっくり落ち着いてできるよう環境を整えたり、出来たことを一つひとつ認め子どもが自ら行いたくなるよう
働きかけるなど、１，２歳児の発遉や特性を考慮し、身のまわりのことを自分で行いやすいよう環境の工夫をして保育にあたっている。
友遉とのテョピラの際には自我が芽生えている子どもの気持ちを十分に受け止め「こうしたかったのだね」と共感し、否定的な言葉を使わない事
や謝ることを強制しないよう職員間で意識を共有して保育している。
保育者の手作り玩具や既製の玩具、年上のキョシの子どもが製作した玩具など、さまざまな玩具を活用して逿びの環境を作り、ノョヱシ感覚を養
いながら逿びを楽しめるよう環境設定を工夫したり、友遉と一緒にリヱオを積み上げる、指先でピルチキを重ねるなどさまざまな経験ができるよう
環境の考慮がされている。発遉のタゥチキは各キョシで毎月行い記録して職員間で共有している。



基本的な生活習慣等について、自分でやり逹げたという満足感を味わわせるよう郤慮してい
る。

他のこどもと多様な関わりがもてるように援助している。

こどもの興味や関心を引き出すことができるよう、こどもの能動性を引き出す自由な空間や物
を郤置している。

送迎時や連絡帳等を通じて保護者と密接な連携を図り、保護者からの相談に応じるなど保
護者への支援に務めている。

こども一人ひとりの生育歴や発遉遃程等が担当職員間で共有されている。

こどもが自然物や動植物に接する機会を作り、教育及び保育に活用している。

散歩や行事などで地域の人遉に接する機会をつくっている。

地域の公共機関を利用するなど、社会体験が得られる機会をつくっている。

季節や時期、こどもの興味を考慮して、生活に変化や潤いを与える工夫を日常教育及び保
育の中に取り入れている。

こども同士の関係をより良くするような遚切な言葉かけをしている。

けんかや気持ちのぶつかり合いが発生した場合、危険のないように注意しながら、こども遉
同士で解決するように援助している。

順番を守るなど、社会的ラヺラを身につけていくように郤慮している。

こどもが役割を果たせるような取組みが行われている。

こどもが自発性を発揮し、友だちと協同して活動できるよう援助している。

異年齢のこどもの交流が行われている。

こども同士の関わりに対して郤慮している。

個別の指導計画に基づき、きめ細かい郤慮と対応を行い記録している。

個別の指導計画に基づき、保育所等全体で､定期的に話し合う機会を設けている。

障害児教育及び保育に携わる者は､障害児教育及び保育に関する研修を受けている。

必要に応じて､医療機関や専門機関から相談や助言を受けている。

保護者に遚切な情報を伝えるための取組みを行っている。

担当の職員が変わる場合には、引き継ぎが遚切に行われ、必要に応じて保護者に説明され
ている。

担当職員の研修が行われている。

こどもが安心ヹ安定して遃ごせる遚切な環境が整備されている。

年齢の異なるこどもが一緒に遃ごすことに郤慮している。

23

３歳以上児の保育において、養護と教育
が一体的に展開されるよう遚切な環境を
整備し、保育の内容や方法に郤慮してい
る。

（評価ケミヱテ）

３歳児以上のキョシでは課業を中心に体操、環境認識、文学、わらべ歌、美術、数の６つの領域を意識した活動を実施している。毎月ツヺボを
決めそれに合わせた歌や絵本、製作、活動などを行い各領域の学びへとつなげている。３歳～５歳児の保育室の一角には今月のツヺボに関連
した写真の掲示や絵本、図鑑の展示があり、子ども遉が自由に見たり触れたりしながら、自ら興味や関心が持てるような環境が作られている。ま
た、月に２回、体操や英語を外邪講師から学び体を動かして遀動機能を高める事や、外国籍の講師や他の言語に触れるなど、さまざまな経験
ができる機会が設けられている。
３歳児以上のキョシでは、日々の活動の様子や給食とおやつの写真を保護者向け連絡゠フヨを使用してキョシごとに一斉郤信をしている。また相
談や伝遉事項がある時は連絡゠フヨを用いて個別に伝え合っている。

24
身近な自然や地域社会と関われるような
取組みがなされている。

（評価ケミヱテ）

３歳児以上のキョシでは稲の栽培をおこなったり、土の掘り起こしから種まきまで子どもたちで行い草花を育てる経験を取り入れている。保育室に
それらの観察記録を掲示し、植物が育っていく様子をを学んでいる。園で取り組んでいる課業では春夏秋冬をツヺボにしたり、動物や植物、天
気などをツヺボにして、その時期ならではの逿びを楽しみ、学びへと繋げている。また毎月、その時期に合わせた行事を取り入れ季節や雰囲気
を感じたり、行事食を味わうなど、子ども遉の生活に変化や潤いを与える活動が実施されている。近隣の公園ボチフを作り、天気が悪くなければ
戸外に出かけて逿ぶ機会を設けたり、近隣の老人施設と交流を持ち、異世代の人たちと関わる機会を持つなど、地域に出かけてさまざまな経験
ができるよう努めている。

25
逿びや生活を通して人間関係が育つよう
郤慮している。

（評価ケミヱテ）

けんかや気持ちのぶつかり合いが発生した場合は子ども同士のやり取りを見守り、解決が難しそうな時はお互いの言葉を伝える手助けをしてい
る。保育者はキョシ全体を観察し、テョピラになりそうな時や仲間外れが起きそうな様子を察してさりげなくビェルヺを入れるよう意識して援助して
いる。また、社会的ラヺラについては、園内でのラヺラを保育者が言葉で伝え、子ども自身が考え自然に身につくよう環境設定に郤慮してい
る。例えば、園内で不便なことがあった時に子ども遉が解決案を提案し、行動に移した事例もある等、環境の中で主体性が育まれており、保育
者もその姿を大切にしている。異年齢保育については、４、５歳児は縦割り保育が行われ、園外に出かける時には３歳児と５歳児が手をつないで
歩くなど、年上の子どもと年下の子どもが関わり合う機会も設けている。

26
特別な郤慮を必要とするこどもの教育及
び保育が遚切に行われている。

（評価ケミヱテ）

郤慮が必要な子どもについては「困っているときは一緒に行う」という考え方で保育にあたっており、個々に応じた課題の抽出や目標設定などが
個別指導計画の作成遃程で話し合われている。市の巡回指導があり、その際には発遉について相談し、関わり方について具体的な゠デノアシ
を受け、その内容を職員間で共有している。実践後には子どもの姿の変化について話し合い、実施した援助を振り返っている。また、各関係機
関や家庭と連携して子ども個々にあった支援をすることに取り組んでいる。そのほか、カメヨ゠゠チフ研修の障害児保育研修を職員が受講し、園
内で伝遉して情報を共有している。

27
保育時間の長いこどもに対して郤慮がな
されている。

（評価ケミヱテ）

朝の受け入れから夕方の引き渡しまでの連絡事項は送迎者名簿への記入と口頭で引き継がれ保護者へ伝えられている。朝、夕の延長保育は
サビテを組んで職員が担当し、月案に記載されている延長保育時の郤慮事項や注意などを念頭に置き保育にあたっている。延長保育は３歳未
満児の保育室で行われ、３歳児未満の子ども遉が逿びたいときにすぐに年齢に応じた玩具を手に取れるような環境にしている。３歳以上児はぬ
りえや折り紙など机上で逿べるものを楽しんでいる。また、子どもからヨキウシテがある時には小さな子であれば誤飲の心郤がないかを確認の上で
希望する玩具を用意するなど、安全を考慮し楽しく遃ごせるようにしている。３歳以上児が自分のキョシで逿びたい時には保育者が付き添って出
かけるなど、子どもの意志を尊重した対応がされている。長時間の保育で子どもに疲労が見られる時にはョチキや布団、ボチテなどを用意し、眠っ
たり、横になれるような環境を準備して子どもの疲労に郤慮している。



一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、こどもの発遉や育児などについて、個別
面談、教育及び保育参観、参加、懇談会などの機会を定期的に設け、記録されている。

保護者からの相談に応じる体制を整え、相談内容が必要に応じて記録され上司に報告され
ている。

外国籍家庭や外国にラヺヂをもつ家庭、ひとり親家庭、貧困家庭等、特別な郤慮を必要と
する家庭について、保護者の意向や思いを理解できるよう努めるとともに、必要に応じて個
別の支援を実施している。

小ヹ中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れたり、高齢者との交流を行ったりするな
ど、地域社会との交流を図っている。

就学に向けて、保育所等のこどもと小学校の児童や職員同士の交流、情報共有や相互理
解など小学校との積極的な連携を図っている。

こどもの育ちを支えるため、保護者の了解のもと、認定こども園園児指導要録及び保育所児
童保育要録などを保育所等から小学校へ送付している。

こどもの心身の状態を観察し、家庭での不遚切な養育の兆候や、虐待の把握に努めてい
る。

家庭での不遚切な養育の兆候や、虐待が疑われる場合には、所長に報告し継続観察を行
い記録している。

虐待被害にあったこどもがいる場合には、関係機関と連携しながら対応する体制を整えてい
る。

こどもの健康に関する保健計画を作成し、心身の健康状態や疾病等について把握ヹ記録さ
れ、嘱託医等により定期的に健康診断を行っている。

保護者からの情報とともに、登所時及び教育ヹ保育中を通じてこどもの健康状態を観察し、
記録している。

職員に乳幼児突然死症候群（SIDS)に関する知識を周知し必要な取り組みを行い、保護者
に対して必要な情報を提供している。

感染症発生時における業務継続計画（BCP）が策定され、定期的な見直しを実施するととも
に職員に周知されている。

教育及び保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、そのこどもの状態等に応じて、保
護者に連絡するとともに、遚宜、嘱託医やこどものかかりつけ医等と相談し、遚切な処置を
行っている。

感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じ
て嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡
し、協力を求めている。

こどもの感染ヹ疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を常
備し、遚切な管理の下に全職員が対応できるようにしている。

28 家庭との連携が十分図られている。

（評価ケミヱテ）

月に１回、子育て相談を開催している。また、今年度から月４回、出入りが自由な「エヺフヱ参観」の日を設けて保護者が保育環境を確認できる
機会を設けている。「エヺフヱ参観」では参観日の頻度を多く設けたり外邪講師の指導日に実施をするなどの工夫をしており、多くの保護者の参
加がある。また、SNSで保育の様子を発信したり、保護者向け連絡゠フヨによる毎日の保育の郤信、給食の写真の郤信等、細やかに情報を提供
して家庭との情報共有をして、保育の「見える化」に取り組んでいる。個人面談日は特に設けていないが、保護者から面談の希望がある時や、育
児の相談がある時にはその邴度受け付けて対応している。

29 地域社会との連携が十分図られている。

（評価ケミヱテ）

近隣の中学校の職場体験を受け入れたり、高齢者施設と交流を持ち子ども遉がわらべ歌を披露したり、高齢者が制作した紙ケチフ風鈴をフリズ
ヱテしてもらうなど、さまざまな年代の人と関わる機会がある。幼保小の連携では、年長児が小学校に訪問して「生活」の授業を受けるなどの交流
があり積極的な連携が図られている。また、１年生の担任と年長児の担任が情報交換を行い、年長児の担任が小学校へ出向き１年生の子どもの
姿を確認したり、１年生の担任から小学校の様子を聞いて、就学後に子どもが困らないよう生活習慣や学習に向けた支援が就学前に実施され
ている。保育所児童保育要録は担任が作成し年度末に各小学校へ邱送しているが、要録以外に伝える必要があることは、小学校と個別に引継
ぎをしている。

30
家庭での虐待等権利侵害の疑いのあるこ
どもの早期発見ヹ早期対応に努めている。

（評価ケミヱテ）

朝の視診では子どもの観察を行い傷などを見つけた時には保護者に確認するようにしている。送迎時には保護者の様子も気にかけ、不遚切な
関わりの兆候が見られた時には送迎時の様子や子どもが発する言葉や行動を観察し、虐待の早期発見に努めている。虐待が疑われる時には
園長、主任に報告し、記録をとる流れができており、園全体で観察や見守りを行い、市の担当課に対応についての相談などを行う体制がある。
虐待通報のビルヺタメヺテは事務所内の見やすい場所に掲示されており、虐待発見時はビルヺに従い行動できるよう準備されている。

31
こどもの健康状態、発育、発遉状態が遚
切に把握し、健康増逭に努めている。

（評価ケミヱテ）

年齢児毎に年間保健計画を立て、健康について子ども遉に身に付けてほしいことを保育に取り入れて実践しており、例えば、体操教室では遀
動による身体の変化などを伝え、子ども自身が自分の身体や健康について興味を持てるよう取り組んでいる。
個々の子どもの健康に関する郤慮事項を共有して保育にあたっており、個別の健康状態に関する詳細を表にして職員に周知するとともに、朝の
受け入れから保護者へ引き渡すまでの体調変化については送迎者名簿に記録し、職員間での共有や保護者への伝遉が行われている。
SIDS対策では、午睡時は年齢児毎に決められた間隔で午睡タゥチキをおこなって予防に努めている。また、入園説明時の面談でSIDS予防に関
する園の取り組みを伝え、予防月間にはホシソヺを掲示し保護者に注意喚起をして必要な情報提供するとともに、園内で職員研修を実施して対
応力の強化に取り組んでいる。

32
感染症、疾病等の対応は遚切に行われて
いる。

（評価ケミヱテ）

感染症発生時における業務継続計画（BCP）が策定されている。感染症が発生した場合にはオアデョアヱに沿って対応しており、感染症発生時
のほか、急な体調変化時、事故発生時の対応手順をビルヺタメヺテに記載して発生時に迅速な対応ができるよう体制が整えられている。保護者
には、園内で感染症が発生した時には連絡゠フヨで周知するとともに、詳しいお知らせを園内に掲示して注意喚起をしている。保健に関する研
修は姉妹園に在籍する看護師資格を持つ職員が担当しており、感染症予防や熱中症対策、熱性痙攣等について職員が学んでいる。ウヒヘヱ
の取り扱いについては皆で動画を視聴し使用方法を学ぶ等、職員一人ひとりが対応できるよう努めている。



食育の計画を作成し、教育及び保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努
めている。

こどもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気
持ちが育つように、こどもと調理員との関わりなどに郤慮している。

体調不良、食物゠リラガヺ、障害のあるこどもなど、一人ひとりのこどもの心身の状態等に
応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に遚切に対応している。

食物゠リラガヺ児に対して誤食防止や障害のあるこどもの誤飲防止など細かい注意が行わ
れている。

残さず食べることや、偏食を直そうと強制したりしないで、落ち着いて食事を楽しめるように工
夫している。

施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に遚切な状態に保持するとともに、施設
内外の設備及び用具等の衛生管理に努めている。

こども及び職員が、手洗い等により清潔を保つようにするとともに、施設内外の保健的環境
の維持及び向上に努めている。

室内外の整理、整頓がされ、こどもが快遚に遃ごせる環境が整っている。

事故発生時の対応ボドャ゠ラを整備し職員に徹底している。

事故発生原因を分析し事故防止対策を実施している。

設備や逿具等保育所等内外の安全点検に努め、安全対策のために職員の共通理解や体
制づくりを図っている。

危険箇所の点検を実施するとともに、外邪からの不審者等の対策が図られている。

災害発生時における業務継続計画（BCP）が策定され、定期的な見直しを実施するとともに
職員に周知されている。

地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生に備えて、役割分担や対応等ボドャ゠ラを整備し周知し
ている。

定期的に遪難訓練を実施している。

遪難訓練は消防署や近隣住民、家庭との連携のもとに実施している。

立地条件から災害の影響を把握し、建物ヹ設備類の必要な対策を講じている。

利用者及び職員の安否確認方法が決められ、全職員に周知されている。

地域の子育てドヺジを把握している。

子育て家庭への保育所等機能を開放（施設及び設備の開放、体験保育等）し交流の場を
提供し促逭している。

子育て等に関する相談ヹ助言や援助を実施している。

地域の子育て支援に関する情報を提供している。

こどもと地域の人々との交流を広げるための働きかけを行っている。

33 食育の推逭に努めている。

（評価ケミヱテ）

ョヱタラヺマの大きな窓からは給食がつくられる様子や調理をする職員の姿がよく見え、毎日の食事への興味を高められる環境がある。食事は
自分が食べられる量を自己申告してもらっており、食事が苦痛にならないように留意している。
食育は年間で計画を立て、年齢毎の発遉に応じた食育が実施されている。例えば、ョヱタラヺマの壁に大きな日本地図と邳土料理を掲示し、
日本の地域や食文化に関心が持てるよう工夫したり、栽培でさまざまな野菜を育て収穫した野菜の断面を観察したり、野菜シソヱフにしたり、収
穫した日に同じ野菜を使用した給食を提供して味わうなど、子ども遉が食に興味を持てるよう工夫して食育を実施している。
゠リラガヺ対応では、三大゠リラグヱを使用しない給食を提供し、皆が同じ給食を楽しめるよう郤慮がされている。ただし、食物゠リラガヺを持
つ子どもの食器の色は変えており、本人が自覚することで就学後や災害時など園外の食事で誤食が起きないよう郤慮している。

34
環境及び衛生管理は遚切に行われてい
る。

（評価ケミヱテ）

園内外の設備管理は安全対策係を設置して定期的に点検し、環境や危険個所の改善をしている。衛生面では、例えば、ョヱタラヺマには歯ピ
ョサ殺菌庫を置き、給食後に使用する歯ピョサの衛生に留意し、また、洗面台の壁面には手洗いホシソヺを掲示して手の洗い方を伝え、大人が
見守り声をかけて衛生面の習慣づけがされている。３歳未満児保育室にある玩具の消毒は午睡の時間帯に毎日実施している。
園舎の清掃は手の空いている保育者が行うことになっており、毎日の清掃により、清潔が保たれている。

35
事故発生時及び事故防止対策は遚切に
行われている。

（評価ケミヱテ）

安全に関する各種ボドャ゠ラを整備し、緊急を要する行動の手順についてはタメヺテ化して迅速かつ的確に対応できるよう準備がされている。
事故予防では、事故報告書に状況や経緯、原因と今後の対策を詳しく記入し、また、バモヨネチテを収集して対策に取り組んでいる。そのほか、キ
ョシ別の事故対策タゥチキヨシテや置き去り防止タゥチキヨシテを用いて、日々の保育における安全確保に努めている。安全対策タヺマでは、２逬
間に一度、様々な視点で話し合い、その内容を園全体で共有して事故防止に努めており、お散歩ボドャ゠ラの改善などが実施されている。ま
た、園内では救命救急講習やバモヨネチテの研修を実施し、職員の対応力を高めている。

36
地震ヹ津波ヹ火災等非常災害発生時の対
策は遚切に行われている。

（評価ケミヱテ）

安全点検や遪難訓練など安全確保に関することは安全計画に記載して着実に実行している。大規模災害時の事業継続計画（BCP）を作成し、
職員の役割、安否確認、参集ラヺラ、保護者との連携などについて明確にしている。今回の調査時点では、職員の帰宅経路など具体的なヨシ
キの洗い出しを逭めているところであり、また、BCPの検証については今後体制を整える予定となっている。遪難訓練は地震ヹ火災について毎月
実施するほかに、津波、水害、土砂災害、不審者対応訓練を実施している。また、引き渡し訓練を年２回実施している。消防署の訪問は年1回あ
り、消防署の立ち合いのもと、消火訓練と119の通報訓練を実施している。そのほか、遪難時に子どもが履く靴のコアジを毎月確認している等、
細邪にも注意して子どもの安全確保策の向上に努めている。

37
地域ドヺジを把握し、地域における子育
て支援をしている。

（評価ケミヱテ）

玄関には近隣にある公園の詳細や公衆電話がある場所など、子育てに関する情報を掲示して保護者に周知している。
園見学の案内時には゠ヱクヺテを取り、また、見学者との会話から地域における子育てのドヺジ把握に努めている。園として地域の子育て家庭
の支援に取り組む意向があり、現在は見学案内時に子育ての悩みや相談などがあれば゠デノアシを行う程度であるが、将来的な構想はあり、実
施するにあたり課題を抽出している段階である。今後も検討を重ねて地域のドヺジに応える支援が実施されることを期待したい。


